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平成３０年度 

 オンリーワンのビー玉アートを作ろう！！ 

～女性部担い手育成事業「マーブルアート講習会」～ 
 商工会女性部では、女性部員に限定せず、商工会員事業所の皆様も対象とし、趣味や健康づく

りなどをテーマに掲げて、楽しみながら新たな発見と交流の輪を広げることを目的に「マーブル

アート講習会」を開催します。 

今回は、矢巾町在住の髙橋かおる氏を講師にお迎えし、お好みの色のビー玉とワイヤーを材料

に、きらきら輝くオンリーワンの素敵なビー玉アートを作ります。 

 女性部員以外の方の参加も受け付けておりますので、お誘い合わせの上、是非ご参加ください。 

■日  時 平成３０年１２月２０日（木） 午後１時３０分～午後２時３０分    

■場  所 矢巾町商工会館２階女性部研修室 

■講  師 マーブルアートマイスター 髙 橋 かおる 氏 

■参 加 費 材料代 1 ,０００円（当日、受付で頂戴します） 

■定  員  20 名 ※申込順に受付、定員になり次第締め切ります。 

■申込方法 参加報告書に必要事項を記入の上、ＦＡＸ（６９７－５１１５）または電話（６９

７－５１１１）でお申し込みください。 

■締  切 １２月１1 日（火）※期日厳守 

※ 当日の駐車場は、商工会館向かいの矢巾町防災コミュニティーセンターをご利用いただけ 

ます。 

※ 駐車の際は、同センターのフェンス寄りに南東側（県道側）から順に駐車していただきま 

すようお願いします。 

 

参 加 報 告 書 
平成３０年  月  日   

  ご参加の際は、必要事項の記入を、ご参加されない方は、「２ 参加しません」に〇印を
付し、ご面倒でも事業所名をご記入ください。 

１ 参加します 

事業所名 
 

役  職 
 

氏  名 
 

電  話 
 

Ｆ Ａ Ｘ 
 

 ２ 参加しません   事業所名                       

 

※ 複数人の参加を希望する際は、申込書をコピーするか、余白に役職及び氏名を記入

の上、切り取らずにこのままＦＡＸしてください。 
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年末調整の手続きはお早めに!! 
年末調整では、事業主が専従者や従業員の年間の給与総額における年税額を確定し、既に源泉徴

収をした税額との差額について納付または還付の手続きをしなければなりません。 

平成３０年分の源泉所得税の納付期限は、①納期特例の承認を受けていない場合は、翌年１月１

０日まで、②納期特例の承認を受けている場合は、翌年１月２０日までとなっていますので、お忘

れのないよう手続きを済ませてください。 

商工会では、年末調整及び源泉徴収税の納付指導を次のとおり行いますので、該当される方はお

気軽に商工会までお早めにご相談ください。 

●日 時 平成３１年１月７日（月）～１０日（木）午前９時～午後４時（土日、祝日は除きます。） 

●場 所 矢巾町商工会館 

◎当日ご持参いただくもの 

①源泉徴収簿（支払額及び徴収税額記入のこと） ②納付書（徴収義務者番号が印字されたもの） 

③社会保険料等の支払いに関する証明書類（健康保険料・年金・年金基金など） 

④扶養控除等申告書 ⑤保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 ⑥生命保険料控除証明書 

⑦地震保険料等控除証明書（地震保険、旧長期損害保険）※短期損害保険料は控除対象外 

⑧源泉徴収票及び給与支払報告書 ⑨店判及び印鑑（認印可） ⑩１月から６月までの徴収税額

の納付領収書 ⑪マイナンバー関係書類（通知書等） 

 保険豆知識⑧ テーマ「生命保険に関する非課税枠をご存知ですか？」 
 
 １ 生命保険金の相続税非課税限度額 
   （個人で生命保険に加入。かつ、相続人が取得した場合。） 
   ５００万円×法定相続人の数 
 
 ２ 死亡退職金の相続非課税限度額 
   （経営者や社員を被保険者として生命保険に会社で加入。かつ、相続人が取得した場合。） 
   ５００万円×法定相続人の数 
 
 ３ 弔慰金（項目２と同じ） 
   遺族が受け取る弔慰金（会社にとっても損金になる場合があります。） 
 
  生命保険は、個人の死亡保障を準備することはもちろんのこと、会社の死亡退職金や弔慰金の
準備にも活用できます 

情報提供：商工貯蓄共済引受会社（ジブラルタ生命保険㈱） 
 

 １ 期間 平成３０年１２月３日（月）～２８日（金）午前９時～午後５時（平日のみ） 

 ２ 対応 年末の資金繰り及び経営相談等に対する窓口相談並びに巡回相談の強化 
 

「年末金融相談窓口」設置！ 
商工会では、年末の資金需要期を迎えるにあたり、会員事業所の事業活動に必要な資金繰りに関

する相談に応じています。 

今年度も岩手県及び県商工会連合会と連携し、年末金融相談窓口を次のとおり設置します。 

年末資金の調達及び経営相談等は、お早めに商工会までご相談ください。 

 １ 期間 平成３０年１２月３日（月）～２８日（金）午前９時～午後５時（平日のみ） 

 ２ 対応 年末の資金繰り及び経営相談等に対する窓口相談並びに巡回相談の強化 
 


